
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
中
略
）

（
中
略
）

第
二
十
八
条

既
存
薬
局
開
設
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該
既
存
薬
局
開

第
二
十
八
条

既
存
薬
局
開
設
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該
既
存
薬
局
開

設
者
か
ら
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
若
し
く
は

設
者
か
ら
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
第
二
類
医

第
二
類
医
薬
品
を
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認

薬
品
を
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
又
は
薬
局
開
設
者
が
、
法
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定

者
に
対
し
て
、
当
該
医
薬
品
と
同
一
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
（

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
第
三
類
医
薬
品
を
第
二
類
医
薬
品
に
指
定
を
変
更

当
該
医
薬
品
が
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
薬
局
の

す
る
前
に
当
該
薬
局
開
設
者
か
ら
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
当
該
医
薬

薬
剤
師
が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受

品
を
当
該
指
定
の
変
更
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

け
る
者
か
ら
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

に
対
し
て
、
当
該
医
薬
品
と
同
一
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
（
当

を
要
し
な
い
旨
の
意
思
を
確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

該
医
薬
品
が
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
薬
局
の
薬

を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、
当
該
医
薬
品
が
第
二
類
医
薬

剤
師
が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け

品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
薬
局
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
電
話
そ

る
者
か
ら
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を

の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
る
者
か
ら
新
法

要
し
な
い
旨
の
意
思
を
確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を

第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思

行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、
当
該
医
薬
品
が
第
二
類
医
薬
品

を
確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
必
要
が
な
い
と

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
薬
局
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
電
話
そ
の

判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま

他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
る
者
か
ら
新
法
第

で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

三
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
を

、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品



確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判

（
次
条
に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
二

の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

号
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
第
二
類
医

同
項
第
一
号
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（

薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
す
る
。

次
条
に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬

品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
す
る
。

２

既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受

２

既
存
一
般
販
売
業
者
又
は
既
存
薬
種
商
等
（
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た

け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該
既
存
一
般

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
当
該
既
存
一
般
販
売

販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等
か
ら
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
第

業
者
又
は
既
存
薬
種
商
等
か
ら
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
第
二
類
医
薬
品
を

二
類
医
薬
品
を
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
又
は
既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等
が

し
て
、
当
該
医
薬
品
と
同
一
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
（
当
該
店

、
法
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
第
三
類
医
薬
品
を

舗
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を

第
二
類
医
薬
品
に
指
定
を
変
更
す
る
前
に
当
該
既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は

購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
る
者
か
ら
新
法
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に

既
存
薬
種
商
等
か
ら
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
当
該
医
薬
品
を
当
該
指

よ
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
を
確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に

定
の
変
更
の
際
現
に
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、

よ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

当
該
医
薬
品
と
同
一
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
（
当
該
店
舗
の
薬

て
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
百
四
十

剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
医
薬
品
を
購
入
し

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用

、
又
は
譲
り
受
け
る
者
か
ら
新
法
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は

報
の
提
供
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
を
確
認
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
情

、
「
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
す
る
。

報
の
提
供
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
百
四
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
す
る
。

３

既
存
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
薬
局
開
設
者
又
は
既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く

３

既
存
薬
局
開
設
者
又
は
既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等
は
、



は
既
存
薬
種
商
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
販
売
又
は
授
与
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
、

く
、
そ
の
販
売
又
は
授
与
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
及
び
当
該
医
薬

連
絡
先
及
び
当
該
医
薬
品
の
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作

品
の
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日

成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
三
十
条

既
存
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
薬
局
開
設
者
又
は
既
存
一
般
販
売
業
者

第
三
十
条

既
存
薬
局
開
設
者
又
は
既
存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商

若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等
が
、
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

等
が
、
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
類
医
薬
品

に
よ
り
第
二
類
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十

の
郵
便
等
販
売
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま

五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二

で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ

い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
類
医
薬

る
の
は
「
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
し
、
新
施
行
規
則
第
百
五

品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
し
、
新
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
六
の
規
定

十
九
条
の
十
六
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
一
条

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
様
式
第
一
の
二
中

第
三
十
一
条

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
様
式
第
一
の
二
中

「４
販
売
方
法
の
概
要
欄
に
は

カ
タ
ロ
グ
及
び
イ
ン

「４
販
売
方
法
の
概
要
欄
に
は

カ
タ
ロ
グ
及
び
イ
ン

、
、

タ

ー

ネ
ツ
ト
等
の
広
告
方
法

郵
送
及
び
直
接
配
送
等

タ
ー

ネ
ツ
ト
等
の
広
告
方
法

郵
送
及
び
直
接
配
送
等

、
、

の
輸
送
方
法
等
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

広
告
方
法

と
あ
る
の
は
、

の
輸
送
方
法
等
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

広
告
方
法

と
あ
る
の
は
、

。
、

。
、

と
し
て
イ
ン
タ

ー

ネ
ツ
ト
を
用
い
る
場
合
は

ホ

ー

ム
と
し
て
イ
ン
タ

ー

ネ
ツ
ト
を
用
い
る
場
合
は

ホ

ー

ム
、

、
ペ

ー

ジ
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

」

ペ

ー

ジ
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

」

。
。

「４
販
売
方
法
の
概
要
欄
に
は

「４
販
売
方
法
の
概
要
欄
に
は

カ
タ
ロ
グ
及
び
イ
ン
タ

ー

ネ
カ
タ
ロ
グ
及
び
イ
ン
タ

ー

ネ
、

、
ツ
ト
等
の
広
告
方
法

郵
送
及

ツ
ト
等
の
広
告
方
法

郵
送
及

、
、

び
直
接
配
送
等
の
輸
送
方
法
等

び
直
接
配
送
等
の
輸
送
方
法
等

を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

広
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

広
。

、
。

、



告
方
法
と
し
て
イ
ン
タ

ー

ネ
ツ

告
方
法
と
し
て
イ
ン
タ

ー

ネ
ツ

ト
を
用
い
る
場
合
は

ホ

ー

ム
ト
を
用
い
る
場
合
は

ホ

ー

ム
、

、
ペ

ー

ジ
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る

ペ

ー

ジ
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る

こ
と

５
次
の

（１

）に
掲
げ

こ
と

５
次
の

（１

）に
掲
げ

。
。

る
場
合
に
は

備
考
欄
に

「離
る
場
合
に
は

備
考
欄
に

「離
、

、
島
居
住
者
へ
の
薬
局
製
造
販
売

島
居
住
者
へ
の
薬
局
製
造
販
売

医
薬
品
販
売

（第
二
類
医
薬
品

医
薬
品
販
売

（第
二
類
医
薬
品

を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

を
販
売
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

「第
二
類
医
薬
品
販
売

」
）

「第
二
類
医
薬
品
販
売

」
）

、
、

」と
記
載
し

併
せ
て
離
島
の

」と
記
載
し

併
せ
て
離
島
の

、
、

名
称
を
記
載
す
る
こ
と

（２
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

（２
。

。

）に
掲
げ
る
場
合
に
は

備
考

）に
掲
げ
る
場
合
に
は

備
考

、
、

欄
に

「継
続
使
用
者
へ
の
薬
局

欄
に

「継
続
使
用
者
へ
の
薬
局

製
造
販
売
医
薬
品
販
売

（第
二

製
造
販
売
医
薬
品
販
売

（第
二

類
医
薬
品
を
販
売
す
る
場
合
に

類
医
薬
品
を
販
売
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は

「第
二
類
医
薬
品

あ
つ
て
は

「第
二
類
医
薬
品

、
、

販
売

」
）
」と

記
載
す
る
こ
と

販
売

」
）
」と

記
載
す
る
こ
と

（１

）薬
局
及
び
店
舗
が
存

（１

）薬
局
及
び
店
舗
が
存

。
。

し
な
い
離
島
に
居
住
す
る
者
に

し
な
い
離
島
に
居
住
す
る
者
に

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
第

と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
第

と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

二
類
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を

二
類
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を

行
う
場
合

（２

）薬
事
法
施
行

行
う
場
合

（２

）薬
事
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

（平
成
２
１
年
厚
生
労
働
省

令
（平

成
２
１
年
厚
生
労
働
省

令
第
１
０
号

以
下

「改
正
省

令
第
１
０
号

以
下

「改
正
省

。
。

令

」と
い
う

）の
施
行
前
に

令

」と
い
う

）の
施
行
前
に

。
。

既
存
薬
局
開
設
者
若
し
く
は
既

既
存
薬
局
開
設
者
又
は
既
存
一



存
一
般
販
売
業
者
若
し
く
は
既

般
販
売
業
者
若
し
く
は
既
存
薬

存
薬
種
商
等
か
ら
購
入
し

若
種
商
等
か
ら
購
入
し

又
は
譲

、
、

し
く
は
譲
り
受
け
た
薬
局
製
造

り
受
け
た
薬
局
製
造
販
売
医
薬

販
売
医
薬
品
若
し
く
は
第
二
類

品
又
は
第
二
類
医
薬
品
を
改
正

医
薬
品
を
改
正
省
令
の
施
行
の

省
令
の
施
行
の
際
現
に
継
続
使

際
現
に
継
続
使
用
し
て
い
る
と

用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て

又
に
対
し
て

当
該
医
薬
品
と
同

、
、

は
法
第
３
６
条
の
３
の
規
定
に

一
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
第
三

行
う
場
合

（当
該
薬
局
又
は
店

類
医
薬
品
を
第
二
類
医
薬
品
に

舗
の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者

指
定
を
変
更
す
る
前
に
薬
局
開

（薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
に
あ

設
者
若
し
く
は
既
存
一
般
販
売

つ
て
は

当
該
薬
局
の
薬
剤
師

、
業
者
若
し
く
は
既
存
薬
種
商
等

）が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ

か
ら
購
入
し

若
し
く
は
譲
り

り
当
該
医
薬
品
の
販
売
又
は
授

、
受
け
た
当
該
医
薬
品
を
当
該
指

与
の
相
手
方
か
ら
情
報
の
提
供

定
の
変
更
の
際
現
に
継
続
使
用

を
要
し
な
い
意
志
を
確
認
し
、

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に

か
つ

情
報
の
提
供
を
行
う
必

、
対
し
て

当
該
医
薬
品
と
同
一

要
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に

、
の
医
薬
品
の
郵
便
等
販
売
を
行

限
る

）

」

。
う
場
合

（当
該
薬
局
又
は
店
舗

の
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者

（

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
に
あ
つ

て
は

当
該
薬
局
の
薬
剤
師

）

、
が
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

当
該
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与

の
相
手
方
か
ら
情
報
の
提
供
を

要
し
な
い
意
志
を
確
認
し

か
、



つ
情
報
の
提
供
を
行
う
必
要

、
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
限

る

）

」

。


